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本市が実施した経済団体や事業者へのヒアリングでは、物価高騰等により経営

に必要な経費が圧迫され、人材確保のための自社 PR や自社製品・サービスの広

報に十分着手できていない状況が生じているとの声が聞かれました。 

そのため、市内事業者が自社や商品・サービスの情報を効果的に発信し、認知度

を向上させ、売上拡大や利益確保、賃上げにつなげることを目的とし、国の物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、ブランド力向上・魅力発信サポート

事業を実施します。（事業予算 8 千万円） 

つきましては、標記補助金について、下記のとおり４月１日より申請受付を開始

いたしますので、広報にご協力いただきたくお願い申し上げます。 

１.趣旨 

従業員の賃上げ環境整備のため一層の利益確保を図る市内中小企業者に対

し、自社の企業・商品・サービスイメージをブランディングし発信する広報・宣伝

等の取組を支援する。 

２.補助対象者 新潟市内に事業所を有する中小企業者 

３．補助内容等 

  補助率     1/2 以内 

  補助上限額  500 万円（補助下限額 20 万円） 

  補助対象事業 自社の企業 PR や商品・サービスの販路開拓のため、外部の知

見を活用したブランディングにより、新たに制作する広報・宣伝

コンテンツと発信に係る経費 

  補助対象経費 ①コンサルティング費 ②制作費 ③発信・掲載費 

４．申請受付期間 令和８年４月１日（水）から令和８年５月２９日（金）まで 

５．申請に必要な書類の入手方法 

  新潟市ホームページからダウンロード 新潟市 ブランド力向上 検索 

６．事業者様からの問合せ及び申請書類提出先 

「新潟市ブランド力向上・魅力発信サポート補助金申請事務局」 

メール：brand@nta.co.jp 電話：025-282-7884 

〒950-0087 
新潟市中央区東大通 1-3-8 明治安田生命ビル 1 階 ㈱日本旅行新潟支店 内 

「ブランド力向上・魅力発信サポート補助金」申請受付を４月から開始します 

【お問い合わせ先】 

新潟市産業政策・イノベーション推進課 荒井 

電話：025-226-1610 

mailto:brand@nta.co.jp

